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市県民税・国民健康保険税の申告
２月１６日木から申告が始まります！お忘れなく !

平成 28年分市県民税・国民健康保険税の申告が２月 16日（木）か
ら始まります。詳しくは、本誌 2月号などでお知らせします日程表
をご確認いただき、必要な書類を持参のうえ、申告してください。

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、阿
蘇
市
に
住
所

が
あ
る
方
で
次
に
該
当
す
る
方
な
ど

○�

営
業
、農
業
な
ど
の
事
業
収
入
や
不
動
産

収
入
が
あ
る
人

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

○�

給
与
所
得
が
２
カ
所
以
上
あ
り
年
末
調

整
を
受
け
な
か
っ
た
人

○�
報
酬
、料
金
、契
約
金
及
び
賞
金
な
ど
の

支
払
を
受
け
た
人

○�

医
療
費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
受
け
る
人

○�

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課

税
の
特
例
を
受
け
る
人

○�

家
内
労
働
者
な
ど
の
事
業
所
得
等(

検
針

員・
保
険
外
交
員
な
ど)
の
所
得
計
算
の

特
例
を
受
け
る
人

○
住
宅
ロ
ー
ン
税
額
控
除
を
受
け
る
人

○�

太
陽
光
発
電
設
備
の
売
電
収
入
な
ど
雑

所
得
の
あ
る
人

申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、所
得
証
明

書
な
ど
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、国

民
健
康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。そ
の
ほ
か
、市
営
住
宅
家
賃
や
保
育

料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
算
定
な
ど
に
支

障
を
き
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　

平
成
28
年
中
に
給
与
、賃
金
な
ど
を
支

払
っ
た
場
合
は
、「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
」を
作
成
し
、す
べ
て
の
受
給
者
に
交
付

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
給
与
支
払
報
告
書
」は
、職
業
形

態
、支
払
い
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、平
成
29

年
１
月
１
日
現
在
、受
給
者
の
住
所
の
あ
る

市
町
村
に
、平
成
29
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

身
体
の
不
自
由
な
方
や

 

高
齢
者
の
方
へ

　

期
間
中
、申
告
に
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と

が
困
難
な
場
合
は
、必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

事
業
収
入
を
有
す
る
方
へ

　

事
業
収
入
を
有
す
る
方
は
、収
支
の
確
認

に
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、事
業
用

の
通
帳
を
お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。併
せ
て
、平
成
28
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
記
帳
が
さ
れ
て
い

る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、長
期
間
記
帳
し
て
い
な
か
っ
た
場

合
、合
計
記
帳
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

合
計
記
帳
さ
れ
た
期
間
は
、通
帳
で
明
細
が

確
認
で
き
ま
せ
ん
の
で
、銀
行
等
の
窓
口
で

お
申
し
出
い
た
だ
き
明
細
書
を
取
得
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

雑
損
控
除
の
相
談
を

 

お
受
け
し
ま
す

　

熊
本
地
震
に
よ
り
、住
宅
や
家
財
な
ど
に

損
害
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、所
得
税
や
住
民

税
な
ど
の
軽
減
ま
た
は
免
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
方
に
は
、確

定
申
告
期
の
混
雑
緩
和
を
図
る
た
め
に
、

税
務
署
か
ら
雑
損
控
除
計
算
書
作
成
会
へ

の
案
内
文
書
を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、

ま
だ
作
成
が
で
き
て
い
な
い
方
、も
し
く

は
案
内
を
受
け
て
い
な
い
方
で
相
談
な
ど

を
希
望
す
る
方
は
、本
庁
税
務
課（
☎
２
２

‐
３
１
４
８
）も
し
く
は
阿
蘇
税
務
署（
☎

２
２
‐
０
５
５
１
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

 

平
成
28
年
中
に
支
払
っ
た

 

保
険
料・税
の
納
付
証
明
書
の
発
行

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、

納
付
証
明
書
の
添
付
は
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、国
民
健
康
保
険
税・
介
護
保

険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
額

を
証
明
す
る
も
の
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、

無
料
に
て
納
付
証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま

す
。本
庁
税
務
課・
ほ
け
ん
課
ま
た
は
支
所

窓
口
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

▽
市
役
所
税
務
課 

☎
２
２
‐
３
１
４
８

 （
国
民
健
康
保
険
税
）

▽
市
役
所
ほ
け
ん
課 

☎
２
２
‐
３
１
４
５

 （
介
護
保
険
料・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
） 
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税
申
告
で
障
害
者
控
除
が

 

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
介
護
保
険
要
介
護
認
定
関
係
）

　

障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
場
合
で
も
、次
に
該
当
す
る
方
で
認
定

の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
方
は
、平
成
28
年

分
の
申
告
用
と
し
て「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」に
よ
り
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
書
の
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、ほ
け

ん
課
介
護
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●�

認
定
書
の
対
象
者（
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
人
）

① 

平
成
28
年
12
月
31
日
現
在（
年
の
途
中
に
死

亡
し
た
場
合
は
そ
の
日
）で
阿
蘇
市
介
護
保

険
第
１
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
人

②  

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、認
定
基
準

を
満
た
し
て
い
る
人（
要
支
援
は
非
該
当
）

③ 

身
体
障
害
者
手
帳・
療
育
手
帳・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳・
戦
傷
病
者
手
帳・

原
爆
症
認
定
書
な
ど
を
所
持
し
て
い
な

い
人

●
認
定
の
基
準

　

 

基
準
に
基
づ
き
、介
護
保
険
の
認
定
情
報

な
ど
に
よ
り
審
査
し
ま
す
が
、単
に
要
介

護
度
だ
け
で
な
く
、身
体
の
障
害
の
状
態

や
認
知
症
の
状
態
に
よ
る
自
立
度
も
含

め
て
判
定
し
ま
す
。要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、必
ず
認
定
書
の

交
付
を
受
け
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

▽
申
請
者 

本
人
ま
た
は
親
族

▽
持
参
物 

介
護
保
険
証
、印
鑑

▽
申
請
先 

市
役
所
ほ
け
ん
課

※ 

申
請
用
紙
は
、ほ
け
ん
課
ま
た
は
各
支
所

市
民
係
窓
口
に
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※ 

申
請
後
、審
査
し
て
郵
送
で
交
付
し
ま

す
。窓
口
で
の
即
時
交
付
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
ほ
け
ん
課 

介
護
保
険
係

☎
２
２
‐
３
１
４
５

 

確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談 

 

は
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

 

タ
ー
「
０
」番
へ
！

　

熊
本
国
税
局
で
は
１
月
18
日（
水
）か
ら

３
月
15
日（
水
）ま
で
の
期
間
、「
確
定
申
告

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
、所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税・
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税・
贈
与
税
の
確
定
申
告
に
関
す
る
ご

相
談
等
に
電
話
で
お
答
え
し
て
い
ま
す
。

　

最
寄
り
の
税
務
署
の
代
表
電
話
に
お
掛

け
い
た
だ
く
と
、自
動
音
声
案
内
に
よ
り
ご

案
内
し
ま
す
の
で
、「
０
」番
を
選
択
し
、用

件
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。申
告
会
場
や
受
付

時
間
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
に
は
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
が
お
答
え
す
る
ほ
か
、問
い
合
わ
せ
の

内
容
な
ど
に
よ
り
、電
話
を
転
送
し
、職
員

等
が
お
答
え
し
ま
す
。

　

な
お
、時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、電
話
が
つ

な
が
り
に
く
い
場
合
や
少
々
お
待
ち
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
阿
蘇
税
務
署

☎
２
２
‐
０
５
５
１（
自
動
音
声
案
内
）

平成２８年分以降の確定申告書等の提出の際には、
マイナンバーの記載＋本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

本人確認書類

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は

●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
●ご自宅などから e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は

番号確認書類 身元確認書類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
●通知カード
●住民票の写しまたは住民記載事項証明書
（マイナンバーの記載があるものに限る）
などのうち、いずれか１つ

《記載したマイナンバーの持ち主であること
を確認できる書類》
●運転免許証　●公的医療保険の被保険者証
●パスポート　●身体障害者手帳
などのうち、いずれか１つ※

※�法定調書の作成などを行う事業者に対してマイナンバーを提供する必要がある場合に、写真表示のない身元確認書類の提示または
写しを提出するときには２種類以上必要です。
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広
告

　

昨
年
12
月
の
一
斉
改
選
に
伴
い
、左
㌻

の
と
お
り
、民
生
委
員
・
児
童
委
員
及
び

主
任
児
童
委
員（
合
計
86
名
）を
決
定
し

ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。な
お
、上

役
犬
原（
小
島
）地
区
に
つ
い
て
は
、熊
本

県
へ
申
請
中
の
た
め
、後
任
が
決
ま
り
ま

し
た
ら
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、阿
蘇
市
民

生
委
員
推
薦
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
、民
生

委
員
法
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
ま
す
。同
時
に
、児
童
福
祉
法
に

よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。ま
た
委
員
の
中
か
ら
児
童
福

祉
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
的
に
担
当
す

る
主
任
児
童
委
員
も
指
名
さ
れ
ま
す
。こ

れ
か
ら
、地
域
福
祉
に
ご
尽
力
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、任
期
は
３
年
間（
平
成
28
年
12

月
１
日
～
平
成
31
年
11
月
30
日
ま
で
）で
す
。

新しい民生委員・児童委員が決まりました

民
生
委
員・児
童
委
員
は
、

地
域
の
中
で
相
談
や
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す

民生委員・児童委員の主な活動内容
子どもたちの安全を守るための活動
子どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよ
う、登下校時の子どもたちの見守りや声かけ、また通学
路周辺のパトロール活動などを行っています。

高齢者、障がい者世帯等の訪問、見守り
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者世帯
等を定期的に訪問し、相談にのったり、体調の悪化や犯
罪被害防止等のための見守り役となっています。

行政からの要請に基づく調査協力
行政からの要請に基づく高齢者の状況調査をはじめ、
福祉事務所や児童相談所などが行う住民への福祉サー
ビスにかかわる業務への協力を行っています。

学校活動への報告
子どもたちの健やかな育ちを支援するため、学校とも
密接に連携し、行事への参加や福祉教育への協力、課題
のある家庭への訪問などに協力しています。

（全国民生委員児童委員連合会ウェブサイト
「民生委員・児童委員の活動例」より引用）
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担当地区 氏��名

宮
地

町１区、２区 山部�富美惠
北１区 川野�美佐子
北２区 和田�つよ子
東１区 中島�元比古
東２区 佐藤�堅正
東３区 佐藤�美佐子
西１区 下城�桂子

西２区、３区 今村�すみれ
古神１区 甲斐�良子
古神２区 伊藤�龍三
古神３区

（農免道路より北側の地域） 林 � � 和 子

古神３区
（農免道路より南側の地域） 村上 �明子

分１区 谷村�康子
分２区 吉岡�ナオミ
分３区 杉 本 � � 學
塩塚 本田�尊子

坂
梨

古閑、神石、福岡 古木�あさよ
上町、東仲、西仲 涌田�民子
下町、桜町、福原 中川�照美
馬場、豆札 鳴 川 � 正

古
城

１区、２区 志賀�格也
３－１区、３－２区、４区 古閑�正隆
５－１区、５－２区 髙橋�一郎

６区、７区 渡リ�義勝

中
通

原口、井手、西井手、中原 本田�和子
上西河原、下西河原 和田�久徳
西下原、東下原、片隅 笹原�博明
荻の草、舞谷 中村�秀樹
主任児童委員 永松�博之
主任児童委員 林�あゆみ

担当地区 氏��名

内
牧

内牧一区 荒上�征善
内牧二区（南） 林 � � 安 治
内牧二区（北） 佐藤�ユイ子
内牧三区 川口�芳巳
内牧四区 髙野�秀子

内牧五区、前町、裏町、竹林住宅、下町 藤田�チエ子
内牧五区、竹林、新橋住宅 家入�ユキ子
内牧五区、下り山住宅、向平 三國�そえ子

成川、浜川 和田�ノリ子
小里 下田�美輪子
小里 江藤�龍二

湯浦、南宮原 髙宮�晴夫
西湯浦、深葉 前田�きり子
西小園 小野�善治
宇土 永田�マサ子
折戸 緒方�光夫

山
田

小倉、西小倉 荒木�作子
今町、黒流町、小池 坂梨�ひろみ

山田、原の口、鷲の石、茗ヶ原 大倉�政輝
本村、小野田町、下の原、新村 小野�正敏

黒
川

上役犬原（小島） 《申請中》
上役犬原 森下�久則

下役犬原、道尻 森 � � 雄 治
西町 家入�修一
竹原 佐藤�和夫
蔵原 竹原ナホ子
東黒川 大津�一省
坊中（南） 軽木�信子
坊中（北） 松本�妙子
南黒川 寺原ツル子
元黒川 宮本�秀雄
北黒川 江藤�政敏
上西黒川 浜野�龍紀

下西黒川、社宅（乙姫・堤地区） 小野�誠三
乙姫（西）、中谷、下谷、ハイランド 齊藤�哲男

乙姫（東） 伊藤�定照
黒川千丁、住宅（乙姫３ヶ所） 西岡�光俊

永
水

永草 橋本�広美
枳 種子野�榮子

赤水（国道５７号線より北側の地域） 林田 �絹子
赤水（国道５７号線より南側の地域） 村本�三津子

車帰 岩村�悦子

尾
ヶ
石

狩尾一区 中山�こずえ
狩尾二区 黒木�敏夫
狩尾三区 坂梨�正章
跡ヶ瀬 中島�サチ子
的石 菅 � 正 子

主任児童委員（内牧・山田） 井�小夜美
主任児童委員（黒川） 髙津�邦子

主任児童委員（永水・尾ヶ石） 坂梨�鐵男

担当地区 氏��名

波
野
地
区

滝水、中江、仁田水、山崎 大塚�國勝
立塚、横堀、遊雀、中道 甲佐�綾子

大道、坂の上 高日�政元
小園、小地野、笹倉 丸山�正春
楢木野、赤仁田 戸田�みち代
主任児童委員 首藤�洋子
主任児童委員 市原�節子

●一の宮地区

●波野地区

●阿蘇地区

《お問い合わせ》
福祉課�総合福祉係　☎ 22-3167

※敬称略


